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地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条第２項及び第４項の規定に基づく監査を

実施したので、同条第９項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。 
 

 

令和２年(2020 年)９月 18 日 

 

湖南市監査委員 渡  邊  悦  夫 

 同   松 原 栄 樹 

 

監 査 結 果 

 

第１ 監査の種類 

  随時監査（工事監査） 

 

第２ 監査の対象 

① 教育部 教育総務課              

・湖南市立小学校空調設備整備工事（石部南小学校） 

・湖南市立小学校空調設備整備工事（三雲東小学校） 

・三雲小学校 防火シャッター改修工事 

②  総務部 総務課                

・湖南市中央まちづくりセンター解体工事 

③  建設経済部 土木建設課            

・一の瀬大橋修繕工事 

④  建設経済部 都市政策課            

・三雲駅南北駅前広場駐車場施設整備工事 

・三雲駅南口歩道シェルター整備工事 

⑤  上下水道事業所 上下水道課          

・岡出工区老朽配水管布設替工事（第１工区） 

・湖南市公共下水道事業 朝国工区マンホールポンプ場設置工事 

 



第３ 監査の期間 

  令和 2 年７月 29日（水） 

 

第４ 監査の方法 

   この監査は、工事施工における技術的な計画、設計、積算、施工について、関係

書類等の審査、関係職員からの事情聴取のほか実地検査により実施した。 

 

第５ 監査の結果 

①  湖南市立小学校空調設備整備工事（石部南小学校）＜教育総務課＞ 

    【工事の概要】 

    ・事業の概要  石部南小学校普通教室及び特別教室等の 

空調設備整備工事一式 

    ・契約業者名   ア・ア・ンコーポレーション株式会社  

    ・契 約 金 額  当 初  94,176,000 円 

    ・契約年月日  平成 31年 4月 11 日  

    ・契 約 工 期  平成 31年 4 月 12 日～令和元年 8月 30 日 

    【監査の意見】 

子どもの教育環境や電気料金にも影響があるため、教育委員会や学校とし

て年間を通しての設定温度を決め、その遵守に努められたい。 

 

湖南市立小学校空調設備整備工事（三雲東小学校）＜教育総務課＞ 

    【工事の概要】 

    ・事業の概要  三雲東小学校普通教室及び特別教室等の 

空調設備整備工事一式 

    ・契約業者名   奥村管工株式会社  

    ・契 約 金 額  当 初  87,210,000 円 

    ・契約年月日  平成 31年 4月 11 日  

    ・契 約 工 期  平成 31年 4 月 12 日～令和元年 8月 30 日 

    【監査の意見】 

子どもの教育環境や電気料金にも影響があるため、教育委員会や学校とし

て年間を通しての設定温度を決め、その遵守に努められたい。 

 

三雲小学校防火シャッター改修工事（三雲小学校）＜教育総務課＞ 

    【工事の概要】 

・事業の概要  防火防煙シャッターの更新(撤去・新設) 8 箇所 

    ・契約業者名   株式会社菅沼ハッピ電化 

    ・契 約 金 額  当 初  9,897,120 円 



    ・契約年月日  令和元年 7月 11 日  

    ・契 約 工 期  令和元年 7月 11 日～令和元年 9月 13 日 

    【監査の意見】 

その他の学校についても子どもの教育環境の安心安全に努められたい。 

 

②  湖南市中央まちづくりセンター解体工事＜総務課＞ 

    【工事の概要】 

    ・事業の概要  中央まちづくりセンターの解体工事 

            鉄筋コンクリート造 1,055 ㎡ 

    ・契約業者名  株式会社奥田工務店湖南支店 

    ・契 約 金 額  当 初 62,909,000 円 

     ・契約年月日  令和元年 11月 7 日 

・契 約 工 期  令和元年 11 月 8日～令和 2年 3月 19 日 

    【監査の意見】 

解体跡地について有効に活用するとともに、安全対策を含め適切な維持管

理に努められたい。 

   

③  一の瀬大橋修繕工事＜土木建設課＞ 

    【工事の概要】 

    ・事業の概要  橋梁補修工 一式     排水工  L＝5.15ｍ 

            橋面防水工  A=297.7 ㎡ 伸縮装置工  L=42.12ｍ 

            橋梁用高欄工 L=30.28ｍ 

    ・契約業者名  有限会社リーグスセイワ 

    ・契 約 金 額  当 初 38,830,000 円 

            変更後 36,773,000 円 

    ・契約年月日  令和元年 10月 24 日 （変更 令和 2年 3月 4日) 

・契 約 工 期  令和元年 10 月 25 日～令和 2年 3月 13 日 

     【監査の意見】 

湖南市内の修繕が必要な橋梁について今後も適宜修繕工事を進められた

い。今回の工事は令和元年 10 月 24 日に当初契約を締結したが、既設舗装

撤去後の現況確認の結果、必要のない工事について減工することとし、令

和２年 3 月 4 日に請負金額の減額変更を行っている。今後においても適正

な執行に努められたい。 

       

④  三雲駅南北駅前広場駐車場施設整備工事＜都市政策課＞ 

     【工事の概要】 

     ・事業の概要  フラップ式駐車場 北側 8台 南側 9台 



                        精算機 N=2 基 入口表示灯 N=2 基 

    ・契約業者名  協栄電気株式会社 

    ・契 約 金 額  当 初 13,856,400 円 

            変更後 14,113,000 円 

    ・契約年月日   令和元年 8月１日(変更 令和元年 10月 1 日) 

・契 約 工 期   令和元年 8月 2日～令和元年 10月 31 日 

    【監査の意見】 

       工事の変更を行うための執行伺書の一部に記載漏れが見受けられた。契約

を確認するうえで必要な項目であり、このようなことがないよう適切な事務

処理に努められたい。 

 

 三雲駅南口歩道シェルター整備工事＜都市政策課＞ 

     【工事の概要】 

    ・事業の概要  歩行者シェルター5棟 L=108ｍ 

    ・契約業者名  株式会社川新 

    ・契 約 金 額  当 初 43,308,000 円 

変更後 45,019,700 円 

    ・契約年月日   令和元年 8月 29 日(変更 令和元年 10月 1 日) 

・契 約 工 期   令和元年 8月 30 日～令和元年 12月 10 日 

【監査の意見】 

当初の執行伺書の期間の項目について訂正が行われているが、所定の手続

きに基づいて処理ができていないように見受けられる。適切な事務処理で事

業を執行されたい。 

 

⑤  岡出工区老朽配水管布設替工事（第１工区）＜上下水道課＞ 

    【工事の概要】 

    ・事業の概要  老朽化した配水管の更新 

            【仮設】リース管（SUS）φ150 以下 L=83.2ｍ 

            【本設】DS-GX150 L=55.2 HPPE φ100 L=611.3ｍ 

                                φ75 L=284.8ｍ PPφ50 L=22ｍ φ25 L=4ｍ 

                                 消火栓 N=6基 給水 N=87戸 排泥管 N=6箇所 

    ・契約業者名  有限会社谷口建設工業 

    ・契 約 金 額  当 初 59,611,680 円 

            変更後 60,715,600 円 

    ・契約年月日   令和元年 9月 19 日(変更 令和元年 10月 1 日) 

・契 約 工 期   令和元年 9月 20 日～令和 2年 3月 20 日 

【監査の意見】 



特になし。 

 

 湖南市公共下水道事業 朝国工区マンホールポンプ場設置工事＜上下水道課＞ 

    【工事の概要】 

    ・事業の概要  開削工(圧送管φ75) L=111.14ｍ 

                        マンホール工（レジン 2号） N=1 箇所 

            取付管及びます工 N=1 箇所 

            立坑工（鋼管φ1500）N=1 箇所 

            マンホールポンプ場 N=1 箇所 

    ・契約業者名  大和産業株式会社 

    ・契 約 金 額  当 初 19,415,000 円 

            変更後 20,611,800 円 

    ・契約年月日   令和元年 11月 14 日(変更 令和 2年 3月 2日) 

・契 約 工 期   令和元年 11 月 15 日～令和 2年 3月 27 日 

【監査の意見】 

特になし。 

 

〇  総括 

【監査の意見】 

工事関係書類を確認・ヒアリングを行った後、当該工事の計画・設計、入

札・契約、管理・監督、施工管理の各段階における書類審査を行い、当該工

事の現場の踏査を行った。 

工事関係の書類審査において一部の工事で執行伺書の項目について、記載

漏れや所定の手続きに基づかない訂正など不適切な事務処理が見受けられ

た。事業の執行に当たっては細心の注意を図り適正な事務処理に努められた

い。 

 


